
 

 
 
 
 
 
 
 

 電話で展示会に呼び出されて、８０万円の
毛皮のコートを買わされた‥‥。 

   ◆ 被害内容 ◆  【相談者 ２０代男性 】 

 昨日、知らない女性から「アンケートに答えてください」と電話があり、話が進む

うちに、コートの展示会に誘われ、出かけました。そこで長時間にわたる勧

誘を受け、断りきれずに８０万円の毛皮のコートを購入しましたが、高額な

ので解約したいのですが？ 
● 対処方法 ●  
 

・若者に多い消費者被害の

告げずに電話等で呼び出

ールスという手口があり

・これは訪問販売に該当し

８日間はクーリング・オ

るよう助言しました。 
・知らない人からの誘いの

・呼び出されても、行かな

・一人で悩まないで、早め

センターにご相談くださ
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一つに、事例のような、販売目的を

して契約させるアポイントメントセ

ます。 
、契約書面を受取った日の翌日から

フできますので、解約書面を発信す

電話は､はっきり断りましょう。 
いことです。 
に身近な人や市町村窓口、消費生活

い。 

展示会？ 
行ってみよう

かなァ~ 

やま (事務局：富山県消費生活センター )  

２－９２３３ (消費生活相談)  ０７６－４３３－３２５２ (金融相談) 

０７６６-２５－２７７７ (消費生活相談・金融相談) 


